
インターンシップに関する契約書

公益社団法⼈産業安全技術協会（以下「甲」とする）と◯◯⼤学（以下「⼄」とする）
は、⼄が別紙記載の学⽣（以下「丙」とする）をインターンシップとして甲に派遣し、甲
が丙を受け⼊れる（以下「本インターンシップ」という）にあたって、以下のとおり契約
を締結する。 

（⽬的） 
第１条 

本インターンシップは以下の⽬的のために実施する。 
(1) 丙に対して職業体験の機会を与え、社会に対する理解を深めるとともに職業選択の

参考としてもらうこと 
(2) 甲と⼄の相互理解を深めるとともに、関係性を強化すること 
(3) 甲の職場の活性化を図ること 

（実習期間及び内容） 
第２条 

本インターンシップの実習期間及び時間帯、内容は別紙のとおりとする。 

（実習場所） 
第 3 条 

本インターンシップにおける実習場所は公益社団法⼈産業安全技術協会（埼⽟県狭⼭市
広瀬台 2-16-26）とする。 

（報酬） 
第 4 条 

本インターンシップは無償とし、甲は丙に対して対価は⽀払わないものとする。実習に
必要な経費（交通費、⾷事代、滞在費等）は甲の負担とする。 

（秘密保持） 
第５条 
１ ⼄は丙に対して、本インターンシップを通じて知得した甲の業務・契約・取引先等に
関する情報またはノウハウ等甲の⼀切の秘密情報を、本インターンシップ期間中及び本イ
ンターンシップ終了後において第三者に漏洩させないよう指導するものとする。
2 甲は、丙の個⼈情報を、⼄及び丙による事前の書⾯による同意⼜は法令による定めが
ある場合を除き、⽬的外利⽤および第三者への開⽰をしてはならない。

（成果物の取り扱い） 
第 6 条 

丙が作成した成果物に関しては、以下のとおり取り扱うこととする。
(1) 甲、⼄、丙は、本インターンシップによって得られた成果を公表する場合は、事前

見本



   
 

   
 

に甲もしくは⼄の書⾯による了解を得るものとする。 
(2) 前項の成果の公表等により、将来期待される利益が侵害されるおそれがあると判断

される部分については、甲と⼄が協議の上、公表の時期・⽅法等について定めるもの
とする。 

（実習中の事故） 
第 7条 
 丙の実習中および実習場所への移動中における事故等については、⼄が「実験実習調査
保険」「◯◯⼤学学⽣⾒舞⾦制度」「◯◯⼤学学⽣傷病及び死亡事故等に関する給付⾦」
をもって、その補填に充てる。 
 
（実習中の⽋席） 
第 8条 
 正当な理由による場合以外、⽋席を認めない。正当な理由により⽋席する場合は、丙は
事前に甲の指名した連絡担当者に申し出て、その指⽰に従うこととする。やむを得ず事前
の申出が できない場合にあっては、事後速やかに連絡することとする。正当な事由による
場合であっても２⽇以上⽋席した場合、甲はインタ ーンシップを打ち切ることができる。 
 
（インターンシップの打切り） 
第 9条 
1 甲は、丙が誓約書に反する⾏為を⾏った場合インターンシップを継続しがたい事由が
⽣じた場合は、打ち切ることができる。   
2 甲は、インターンシップを打ち切った場合には、丙へ通知するとともに速やかに⼄に
その旨を通知する。 
 
（その他） 
第 10条 

本契約に定めがない事項については、甲と⼄が協議の上定めることとする。 
 
 
本契約成⽴の証として、本書を２通⼜は本書の電磁的記録を作成し、甲⼄記名押印若しく
は署名⼜は電⼦署名のうえ、各⾃保管する。 

 
令和◯年◯⽉◯⽇ 

    
 
 

甲  公益社団法⼈産業安全技術協会  会⻑ ⼭隈 瑞樹   印 
 
 
 
 

⼄                               印 
 

見本




